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商業資本と協同組合に関する一考察
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1. 問題の所在

今日わが国の農業協同組合は，農業・農村において巨大な経済力を持つに

至っている。今日の農協問題は，この経済力を背景に，進展する日本農業の

構造変動のなかで，農協自体の進路と活路をめぐって混迷と模索を続けてい

ることにある。

このような今日的な農協問題を解明する上で，現在最も実りある成果を上

げているのは，いわゆる「民主的農協論」をめぐる議論であろう。各農業地

域における農協の実践活動の再発見を基礎に提起されるこの理論は，わが国

農協の独自性と自主的発展の可能性を認識し，これを地域農業と日本農業の

発展に役立てようとするものである1)。 しかし これらの積極的意図にも拘

わらず，なお農協理論としては十分に体系化されているとは思われない2)。

本稿は.以上のような今日的問題視角から， これまでの農協理論を継承・

発展させる試みのーっとして協同組合を商業資本と規定した農協理論の理論

的考察を行なう。

ところで.今日の協同組合理論の主潮流の一つは，いうまでもなく「近藤

1) 本稿の問題志識と研究方向も進本的にこのようなものである。なお，本稿は次の

ような研究動向に多大の啓発を受けている。代表的なものに，佐藤正著『地域農

政の指針一地域農業のあり方と農協』重量はl漁村文化協会， 1981年。太回原高昭著

『地域農業と農協』日本経済評論社， 1979年。

2) 太田原高昭稿「農協をめぐる理論的諸問題J(11農業協同組合JI1978年1月号L
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理論」めであろう。 これによって，協同組合の原型・本質・機能・歴史的展

開という研究上のパターンが確立したのみならず，経済学の応用として，協

同組合資本の本質規定「それ自体を資本と称しがたいような零細な出資に

よって形成されたところの商業資本の企業形態であるJ4)が与えられた。 そ

して，このような「拘束された商企業」の「商業利潤節約的機能」によって，

協同組合の資本主義社会での介在の合法則性が解明されたのである。

その後の協同組合論は，この「近藤理論」の継承・批判・発展の試みとし

て位置づけられる。とりわけ近年は，高度成長に伴う農業市場構造の変貌を

反映し，農業市場論の体系化が進められるなかで，協同組合論はその一環と

して論じられる傾向にある九とはいえ，なお，協同組合資本をめぐる「こ

の問題の究明はなお残されていると思われる」向。とくに，今日では農協の経

営の在り方そのものが問われているのであり，協同組合資本をめぐる問題は

避けて通れない緊急の課題となっている。

そこで本稿では，協同組合の「商業資本」説を，商業資本論の適用という

視角から理論的に検討し，今日的視角からの協同組合の再理解を試みる。考

察の範囲は，わが国の総合農協を念頭におきつつ.主に，農産物流通に介在

する商業資本と農協との相互関連の解明におしその際，農産物市場論(小

農の主産地形成と商業資本)という枠組みのなかで7)， 精力的な研究を続け

ておられる北海道の研究者をとり上げる。

3) わが国の協同組合研究の動向については次を参照。臼井晋稿「わが国における協

同組合研究J(11操業研究研究』第 50巻，第4号， 1979年)。
4) 近藤康男箸『新版協同組合の理罰金』御茶の水書房， 1966年。

日) 前掲臼弁務， 183ベージ。 なr-5，本稿(:l:，協同事1介l土農産物市場論のなかに正当
に位霞づけられるべきとは思うが，協同組合論の鮮明にとって，さしあたり，流

通問題と市場問題を区別し，流通問題のなかで商業資本論の適用として協同組合

を原理的に究明することは，なお，必要な手続きと考える。流通問Ililと市場問題

については次を参照。臼弁普稿「農産物市場・流通の『国家独占資本主義的編

制』についてJ(新潟大学『経済論集』第 19号， 1974年)。

6) 百Ij掲日弁稿「研究J181ページ。
7) このような研究方法は川村啄教授によって先駆的に提起され，その後，北海道の

研究者によって精力的に発燥させられたものである。このような研究体系の一端

は，北大『幾経論議』第25集， 1968年，にみられる。
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11. r商業資本」説と協同組合論

1. 近年において. r商業資本」説の系譜に立ちながら， 農協理論の体系

的整理を行なったのは山田定市民である8)。

山田氏によれば，資本主義社会における協同組合の介在の合法則性をみる

際， rその基本視角は， 小農的農業生産における農産物商品化構造の歴史的

変化と.商業資本の機能と形態の歴史的変化という二つの側面から，その相

互規定のなかに，農協の経済的機能の特質と歴史的変化をみようとするもの

である」へそして，協同組合一般を「資本」とみる視点から発表されれた諸

論稿を検討した結果 r流通協同組合にとってもっとも密接な関連をもっ商
業資本についてすら十分な検討が行なわれているわけで、はないe さらに，協

同組合の本質を明らかにするうえで，構成員の経済的性格がト分に吟味され

ていないため.とかく協同組合じたいの組織上ないし運営上の特徴だけを重

視して，そのうえに立って協同組合の本質を規定しようとする傾向が強くな

りがちである lO) と総括される。

このような基本視角の設定と研究史の総括は，十分に説得的なものであ

り，農協論研究において 4 つの画期をなすものといえよう。山田氏によっ

て，小農が商品生産者として純化・成熟してL、く過程を重視しつつ.展開さ

れる農協論の骨子は次のようである。

まず，小農の協同組合が成立する根拠は，前期的商業資本による小農の収

奪によってえられるが.前者が後者を排除する条件は小農の商業化の進展で

ある。つまり，小農が小農のまま商業化するばあいは.前期的商業資本の存

立が困難となり，委託売買を基本的な取引形態とする農協が進出する。さら

に，流通機構が収集・イ中継・分散に段階分化した段階では，イ中継過程で近代

的商業資本が進出してくるのに対し，収集過程への進出は困難であり，か

わって農協が進出する。

8) 山田氏の農協理論は『現代の農協理論.11(全農協労連， 1973年)Iニ体系化されてい

るが，ここではその理論的前提をなす次の二つの論文を考察の対象とする。

[1] r商業資本と協同組合J(北大『農経論議』第 25~長， 1968年L
[2] r国家独占資本主義と農業協同組合J(北大『重量経論叢』第 27~~， 1970年)。
9) 山岡高I掲稿 [2]68ページ。

10) 山田前掲稿 [2]22ベージ。
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ついで，独占段階では，商業資本の手数料商人化が一般化するなかで，本

来的に手数料商人である農協は，独占資本の流通合理化の要求に適合するも

のとして存立・進展する。

さらに，国家独占資本主義のもとで，激化する市場問題に対応し，構造政

策とともに市場政策が推進される。この市場政策の実現機構として農協は最

もふさわしし農協自身もまた自らの存立条件をこれらの政策のなかに求め

ている。

2. このように，山田氏の農協理論は.組合員の経済的性格.商業資本の

機能と形態， 市場問題という体系のなかに， 11まぽ一貫した論理」で協同組

合を位置づけている。しかしながら，この理論的明快さにも拘らず，なお根

本的な点において疑問を持たざるをえない。さしあたり，念頭に浮かぶの

は，山田説では農協があまりにも消極的な諸条件の受容基盤とされているこ

とであり，農協の商業資本としての独自的性格やそれ自身の内在的な行動原

理の解明としては不十分である。以下，この疑問を手掛りに筆者なりの山田

説理解を示しつつ考察を加えたい。

(1) なぜ，協同組合は前期的商業資本と対抗しうる可能性をもつものか，

また，結局は前期的商業資本を排除しきれないのはなぜ、か。

山田氏によれば.小農民的生産とL寸前期的商業資本と共通の基盤に立つ

にも拘らず，農協が存立しうる根拠は，農協の具体的取引形態が委託にもと

づく共同販売であることに求められる。さらに，農協の委託商業に商業資本

として独自的形態を与えるのは，農協が小農との「密着性」を保持している

ことによる。

後者の点，山田説の基本概念をなす「密着性」は常識的には受け入れやす

い町。 しかし， 1協同組合が組合員の個別経済から自立していなし、J，あるい

は、 「農協は生産者の商品資本の自立したものではなく， 販売機能の小農か

らの自立である」といっても，前期的商業資本との根本的相違を説明するも

のではなく，ましてや前期的商業資本と対抗して存在しうることを論証する

11) 1衝着性」による協同組合の特徴として上げられているのは， ①協同組合の取扱
う商品が組合員経済と直接関連するものに限られ③その運営ば組介員自身によ

り③運営の責任は組合員にある，の三点である。これらは協同組合の「組織」

としての特徴は表わすが，資本機能の独自性を表mするとはみなせない。
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ものでもない。協同組合の商業資本としての独自性を解明しようとする立場

からは，協同組合の経済的機能を小農経済の直接的延長であるかのように解

することは受け入れがたい。それでは，農業で収集及び分散過程に広汎に成

立する農協を独自的に分析する視点・意義を暖昧にすることにつながると思

われるからである。

そこで， より積極的に展開されている前者の点協同組合は本来的に委

託商業である」ことを検討しよう。

まず，なぜ先験的に農協の取引形態が委託販売と前提しうるのかが疑問で

あるが，この点は次項で検討する。それはともかく、山田氏は，協同組合は

委託商業であることによって.①「商品売買に投下されるべき『商業資本』

を全面的に節約することができJ②「商品売買の技術操作に支出される『商

業資本』…ー・(も)・…・・協同組合の商業機能の如何によってはかなり節約でき

る可能性をもっJ12J，そして。このことが協同組合が前期的資本に対抗しう

る根拠を与えるとされる。しかし，商業資本が節約できるからといって，直

ちに小農が農協共販に結集する，あるいは農協が前期的資本に対して優位に

たつことを論証するものではない。なぜならば，委託商業では価格形成機能

が基本的に喪失されているのであり方前期的商業資本はいぜ、んとしてそ

れを保持している。また，商品の買取りは，小農にとっては資金の前貸的機

能や信用の供与の機能を持つのである。このようななかで，小農が農協共販

を一義的に自己にとって有利とみなすことには無理がある。さらに，農協が

委託商業として成立しうるためには，後述するように，少なくとも商業信用

の一定の発展と「買手を確保」しうるとしづ前提が必要なのである13)。前期

的商業資本を問題とするこの段階で，農協がこれらの前提を確保するとはみ

なしえないのである。このように，商品買取資本の節約は，農協の存立しう

る抽象的な可能性を示しえても，その現実性を十分に論証するものではない。

このような難点を生む原因は，一方で想定される前期的商業資本が「完全

機能仲卸商J14) であるのに対し， これに対比される委託商業の類堆による農

12) 山岡前掲稿 [1]，28ベ一九

13) 森下後掲書[1]， 222ページ以下。この点は後に詳しく述べる。

14) 全ての流通機能(購買・販売・保管・伝用供与・危険負担情報提供等々)を遂行

する商業資本の意味。なお，前掲森下[3}， 150ベージ参照。
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協は，商業資本の本来的機能の一部が述べられているだけである。また，全

国市場の未形成が想定されるこの歴史段階では，金融機能といわゆる「追加

的生産過程」が前期的資本の主要な活躍の根拠であるにもかかわらず，それ

らが触れられていない。このようにして，委託売買資本からの直接的類推に

よっては，協同組合成立の論理は十全にとらえられないといえよう。

(2) なぜ、独占段階での流通機構再編に農協は適合しているか。

山113説をさらに詳しくみれば次の通りである。独占段階ですすむ商業資本

の手数料化の傾向は，農業にも及ばざるをえないが，委託販売によって事実

上手数料商人である農協は，①「手数料商人の一般的介在の条件が未成熟の

なかにあっても……それと同じ機能を果すことができJ15)②「独占産業資本

は……農協の存立に対する何らかの資本投下の負担もなしに，独占利潤追求

のため農協を動員することができるのである」問。このようにして，農協は前

期的商業資本の排除とともに，独占資本の要求にも合致するのである。

ここで検討すべきことは、商業資本の手数料商人化の傾向が，農協におい

ていかに具体的に展開するか，そのなかに協同組合がいかに位置づくかであ

る。しかし，この点の考察は次項にまわしここでは，山田氏の論理展開に

関する疑問を問題提起として示しておきたい。それは，山田氏では独占段階

での小農の経済的性格には，商業的農業の一層の進展として触れているだけ

である。また，協同組合は前期的商業資本の排除にも，独占資本の要求にも

適合するものとして，いわば同次元のものとして論じられていることであ

る。つまり，独占段階での協同組合の固有の機能・性格を抽出しえていない

ことにみるように、協同組合の歴史的な性格変化の解明には十分成功してい

ない。その原因は，農協が手数料商人化の傾向に「適合するから」存立する

とし、う論理展開の方法によると思われる。 r適合」の論理では，存在の「蓋

然性」は示しえても，その「必然性Jを論証するものではない。つまり，協

同組合の内在的論理として，その成立と発展を解明しえないのである。

(3) なぜ，農協は国家独占資本主義の政策実現機構に適合しているか。

山田氏の結論は rひとつには， 国家独占資本主義が農業に対する市場政

策の一環として遂行する流通機構の再編成の方向に，農協がもっとも適合し

15)， 16) 山田前掲稿 [2]，75ベージ。
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ているからであり.ふたつには，同じくこの時期の農業政策の基調をなす選

別分断政策を実施するうえで， それに適した組織的特質(分解の起点に立つ

小農を広範囲にかかえていること一筆者)を有しているからである /7)。

本稿では，国家独占資本主義の市場政策については詳しく触れないが、次

の二点は山田氏によっては十分に解明されていない点として確認しておかな

ければならない。一つには，山田農協論では国家独占資本主義の段階で，市

場問題の激化に対応して市場政策が打ち出され，このなかに農協の存立条件

が与えられているということである。つまり，国家の農産物市場への介入を

国家独占資本主義の段階に主としてみられるものとして理解してよいかどう

かである。 また， I農協が市場政策のなかに存立条件を与えられる」といわ

れるばあい，その具体的な論理と内容をし、かなるものとしてとらえるべき

か。二つには、同様にこの段階で農協の組織としての特質が論じられること

である。そもそもの成立の当初から，農協は組織的特質をもつのであって，

組織は組織として，また独自に展開されるべきものではないだろうか。

ここで印象づけられることは，この段階の農協の性格・機能が市場政策や

組織的特質による外的な条件によって説明され，既にみた委託商業の自立的

な展開の論理として首尾一貫していないことである。この原因は，既にのベ

た論理展開上の難点と同時に， I農業における商業の展開J18)の独自的過程

をそれ自身として析出しえていないこと，それ故，農協の性格変化を十全に

把握されえないこと，にあると思われる。

以上，山田説の検討によって，委託売買資本=手数料商人の直接的適用に

よっては，農協の商業資本としての独自的性格とその歴史的展開を十分に解

明しえないことが示された。しかし山田氏は，農産物市場での手数料商人

化については，次にみる三国英実氏の諸論稿にみるような理解を前提にして

いると思われる。そこで，この点について多くの成果を上けeられた三国氏の

説を考察しよう。

17) 山田前掲稿 [2].82ベージ。

18) I農業における尚・業」あるいは「農業の商業」という表現は， 必ずしも適切なも

のではなL、。しかL.協同組合論の解明にとって，農産物流通によってのみはと
らえられない，購買や信用をも視野に入れなければならないこと，また，資本主

義の蓄積・再生産過程で問題とされる農産物市場諭との同一視をさけたいために

用いる。「農業部門における商業資本の全運動」ほどの志で用いる。
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111. 農産物市場への商業資本論の適用

1. 三国氏は‘商業経済論の諸成果に依拠しつつ19)，農産物取扱商業資本

の分析を通じて，農産物市場の手数料商人化を解明した。その理論的解明

は，農産物取扱商業資本の本質・機能については「手数料商人化j20) の論理

として， また，その形態については流通機構の「段階分化i1)の論理によっ

て体系的に示されたの

三国氏による理論的前進は，これまでの前期的商業資本の排除を直ちに農

産物流通の近代化と短絡する理解を批判し，イ中継過程にある商業資本の「近

代化」を明示することによって，農産物市場の発展段階を論理的に一貫して

解明したことにある。つまり，生産が単純商品生産であるかぎり近代的商業

資本は本来的に成立しえないため，農産物流通の「近代化」の意味が不明確

19) I科学的経済学」の立場に立つとされる森下二次也氏を中心とする商業経済論の

体系に依拠して，二子め本稿で用いる諸ー概念を整理しておけば次の通りである。

(1) 資本制的(近代的)商業資本の概念は，商品質取資本・売買操作資本・危険給

備資本を含み，商品質取資本が商品の価値実現という決定的な役割jをばたす。

(2) 商業資本の機能は，総体的機能の消極的側面として流通時間の短縮と流通費

用の節約，積極的機能として市場の拡大・創造。また，個別的機能は商人の再

販売購入を本来的機能，副次的機能として金融おより、信用供与，危険負担があ

げられる。

(3) 商業費用というときは，広義には商品買取のために投下される貨幣資本を合

むが，流通費用は売買に伴う純粋流通費用と，運輸・保管等の物的流通費用を

含む。

(4) (資本制)荷業というばあい，運輸・保管等のいわゆる「流通に延長された生

産過程」を含めてfij，、るが，これらの付帯活動は，一定の条件のもとで個別資
本として自立化していくものとされる。なお，本稿では，角谷登志雄氏になら

って「追加的生産過程」と表現する。

〔参考文献〕

森下二次也著 [1]W現代商業経済論』有斐閣， 1960年。

森下二次也編 [2]W商業概論』有斐閣， 1967年。

森下二次也監修 [3]W商業の経済理論』ミネノレヴァ書房， 1976年。

角谷登志除著『現代の商業と変革』ミ不ノレヴア書房， 1976年。

20) 三国英実稿 [1]I農産物市場における手数料商人化に関する一考察j(W農業経済
研究』第 35巻，第 1号， 1971年4月)。

21) 三国英実稿 [2]I差是旅物市場の展開と商業資本j(北大『農経論叢』第 28集， 1971 

年)。
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であり，それ故，独占段階での手数料商人化も十全に解明しえなかった。こ

の点に対し，三国氏は農産物取扱商業資本といえども仲継過程においては

「近代的」な「委託売買資本」が成立することを示しこれが独占段階での

非独占資本間の競争のなかで実質的にも手数料商人化していくものとされた

のである。さらに，ここを基点に農産物流通の段階分化を解明し，手数料商

人化の傾向が，収集及び分散過程へも及ぶものとされ，農協の手数料商人化

も位置づけられたのである。このようにして，山田氏が農協を委託商業-手

数料商人とみなす理論的前提が与えられたのであるo

しかしながら，三国氏への根本的疑問もまた，この核心的部分から発生す

るのである。以下，三国氏にならい商業資本論研究の諸成果に依拠しなが

ら，考察を行なう。

(1) まず，考察されなければならないのは，なぜ¥..、かにして仲継過程の

農産物取扱商業資本が近代的な商業資本として成立しうるのか。それを委託

売買資本の応用によって十分に論証しうるのかどうか。

一般に，商業資本論の論理展開においては，委託売買資本は.まず商業資

本が産業資本から自立しこの自立化した商業資本の無機能化として位置づ

けられる。後者の点，無機能化の要因をなすものは，一つには商業信用の発

展によって(商品買取資本の投下がなく)売買が名目的なものとなっている

こと，二つには買手が確保されているとしづ条件のもとで，売買の形式その

ものが放棄されることである。小農の生産物を取扱う商業資本が委託売買資

本であることを論証するためには，この三点が前提されなければならない

が，三国氏によっては積極的に展開されていなし、22)。

次に，より根本的な疑問は.無機能化の論理的前提である商業資本の自立

化との関連で生まれる。委託売買資本の手数料は，売買操作資本の投下を根

拠に，商品買取資本の投下=価格形成機能を根拠とずる売買差益としてでは

なく，商品の価値実現後の委託者からの一定割合として，この資本全体の平

均利潤率に等しくなるように定まる。明らかに，そこでは剰余価値の「控除J

から「分与」への転換がみられる。しかし，委託売買資本概念を小農的農業

22) 商業信用は商業資本の運動にとって論理的・歴史的にも重要な位置を占めると思

われるが，十分には触れられていない。
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に応用するばあい，その平均利潤を「分与」しうるのは，小農か社会全体に

他ならない。ここに，農産物取扱商業資本を委託売買資本とみなしこれに

よって近代的商業資本の確立をいうことに根本的難点が生じる。つまり，小

農は委託売買資本に剰余価値を分与することは論理的に不可能なのである。

さらに，商業資本の機能変化をみる上で，近代的商業資本はその売買行為

において使用価値の量と質から制限を受げないことが前提されている点で

ある。近代的商業資本は，あゆらる生産のあらゆる商品をほぼ無制限に売買

集中できることによって，総体的機能として，流通時間の短縮と流通費用の

節約を実現し，産業資本全体の平均利潤率の上昇(正確には下落を阻止)を

もたらすことによって，介在の合法則性が与えられる。この論理が，はたし

て小農の農業生産物を取扱う商業資本にも貫くであろうか。 農産物の腐敗

性・嵩高性という商品特性上の使用価値的制限と同時に， より決定的なの

は.農業の土地生産からくる生産周期の制限である向。そこでは，商業資本

の介在によって流通時間が短縮されるからといって，生産時間は短縮しえな

いのである。それ故、農業生産の「平均利潤率」は上昇しえないのであり，

これは近代的商業資本の介在にとって絶対的制限をなすといえよう。

また，この使用価値的制限は，小農生産の小規模・分散性によっていっそ

う増幅される。

このようにして，農産物取扱商業資本を委託売買資本とみなすことには重

大な疑問が提起された。しかしなお，三国氏による農産物の流通機構の具体

的解明について検討されなければならない。

(2) 次に検討すべきことは，第ーに，農産物の流通機構の段階分化はいか

に進むか，第二に、それは独占段階でどのような変化をうけるか，そして第

三に，そこで農協がし、かに位置づけられるか，である。なお，この段階分化

の論理は，競争と信用を槙粁とした商業資本の集積と集中による流通機構の

編成の論理を示すが，商業資本論の展開・上向のなかで，具体的現実を解明

する媒介項として重要な位置を占める。

23) この点は，三国氏も認めておられるが，民のばあいこのような使用価値的制限に

も拘らず，競菜，まを豚，養鶏を例に上げ，農業においても商業資本はその回転速

度?と高めうると Lている。しかし，土地利用型農業のばあL、，生産時間を短縮す

ることは絶対的な限界があるとみなすべきであろう。
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三国氏は，森下氏に依拠しつつ商業資本の段階分化を紹介しついで，

「農産物取扱商業資本のばあいにも，仲継卸売商業資本から小売商業資本ま

での段階分化は，商業資本の段階分化とまさに共通した特質と論理をもつで

あろう J24) とする。そして，農産物の段階分化の特殊性は収集過程にあり，

一方で成立した仲卸売商業資本がますます大規模になればなる程，零細な小

農との間に収集卸売資本の介在と展開を必要ならしめるとされる。

さて，商業資本の段階分化は，商業資本の自立化の必然性の延長にもとづ

くいわば自己修正として，卸売商業資本と小売商業資本が分化しさらに，

卸売商業資本内部で仲継卸売資本と分散卸売資本が分化する向。ここでは

「取引総数最少化の原理i6)が働き，全体として商業資本が節約されるので

ある。そして，自由競争段階では，これらの商業資本は継起的に相互に接合

し回転によって媒介しあっている。

三国氏の論理との比較で検討すべき課題は，商業資本の段階分化は「商業

資本の自立化の必然性の延長」にもとづくのに対し，収集過程にある農産物

取扱商業資本のばあいは，仲継卸売商業資本の大規模化から段階分化が進む

とされている点である。では，そもそも農産物の仲継卸売商業資本を生み出

す論理は何か。この説明が都市への人口集中や全国市場の成立など外的条件

24) 三国前掲稿 [2]，117ベージ。

25)， 26) 森下前J話番 [3]，第 7章。
「取引総数最少化の原理」は， 例えば r，、ま 10人の生産者に対して 100人の小
売商があり，各小売商がそれぞれ 10人の生産すべてと取引するものとすれば，取

引総数は， 10X 100つまり 1000となる。ところが，両方の間に 2人の卸売荷が存

在L，すべての取引がこれを介Lて行なわれるとすれば，その取引数は生産・者と

卸売商の問の 20と卸売と小売商の間の 100(卸売商がそれぞれ全部の生産者と取

引するとすれば，小売商はL、ずれか一方の卸売商と取引すればよ L、から)，合わせ

て 120で足りることになる。J(同上， 126 ベ~ o/)。 このことによって流通費用が

節約されるのである。 Lかし r個人的消費者に対応する商業資本は消費のもつ
小規模性，分散性，個別j性によって制限されざるをえない」。ここに， r売買の集
中と分散の矛盾」があり，それ故小売商業の分離が行なわれる。ただ，注意しな

ければいけないことは rだが， それはあ〈までも使用価値視点からみた問題の
解決であって， Ii'販売の困難』が除去されることにならないことはいうまでもな

L 、」。なれ，農PF-物のl収集活tlへの商業資本の介在の合Jll'.性も，この「原現」と類

似したものとして理解できる。しかL，農産物のばあい， {函館視点、からみて著し

い独自性が与えられるのである。
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によってなされ r自立化の延長」にみるように商業資本に則した論理から

は導出されていない。同様のことは，収集過程に介在する商業資本において

も指摘される。いし、かえれば，仲継・収集過程での農産物取扱商業資本の出

自が卜分合理的に説明されていないといわなければならない。

それでは次に，独占段階での農産物流通機構の変化をみよう。三国氏は独

占段階での商業資本排除の傾向を次のように要約される。 rこのばあい‘商

業資本の排除による商品販売の困難性がともない流通費用は減少するどころ

か，むしろ加重するのが普通である。それにもかかわらず，独占資本がさら

にその方向を追求するのは，そのことによる独占価格の維持と高利潤の確保

のためで、あり，独占資本はむしろ追加的費用を独占価格の中につけ加えるこ

とにより，その負担は独占資本が負うのではなし結局は中小生産者，中小

商人.消費者に転化されるのであるJ27)。このような傾向は，農産物流通に

も及ばざるをえないが農産物流通のばあいは次の二つの傾向をとる。 r第1

は農産物流通の各流通段階で商業資本の合理化と排除が進展する。第2に，

農産物の流通段階は存続しているとしても商業資本が排除されるばあいで.

これは，収集・仲継・分散の各商業資本がそれぞれ他の流通段階を排除しう

るので様々な形態がありうるJ2S)。 そこで第2の点の前提となる第 1の点で

は，ますます大規模化する仲継卸売資本が，危険負担と運送費その他の諸負

担をより弱少な収集及び分散過程の商業資本に転稼し，その合理化を推し進

めるものとされる。これに対し収集過程にある商業資本は，小農生産から

の前期的収奪の強化によって対応しようとするが，それには限界がある。こ

こに，農産物販売組合が成立する。

しかし，この説明によっては，独占段階での農産物流通の変化の方向とそ

の独自性が十分整合的に明らかにされているとは思われない。このことをみ

るために，商業資本の排除について敷桁しておこう。

さて，森下氏によれば，独占段階の商業資本の変化の方向は，膨張傾向と

収縮傾向として区別され，段階排除は収縮傾向のとるこつの傾向のーっと位

置づけられている29)。ひとつは，流通資本自体の消滅に基礎をおく流通費用

27) 三間前掲稿 [2]，123ベーシ。

28) 三国前掲稿 [2]，123ベーシ以下。

29) 前掲森下書 [1]，245ベージ以下。
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節約的な収縮傾向である問。 こういったち潜在的な収縮傾向が商業資本に及

ぶ形態が独占資本の要請を受けて商業資本の集積と集中大規模化が進み，社

会的流通費用が収縮するのである3九今ひとつは，商業資本存立の根拠があ

るにも拘わらず，別個の理由によって商業資本の収縮するばあいであり，こ

れが商業資本の排除といわれるものである。後者のばあい，流通費節約とは

いえず， 独占資本の価格(市場)支配を根拠に， 商業資本排除にかかる費用

を基本的に中小生産者や消費者へ転稼できるのである。

三国氏の 2つの方向は，森下氏のこの整理に依拠していると思われるが，

商業資本排除の理解において.両者には大きな相違がみられる。三国氏で

は、商業資本の排除は「独占資本主義のもとでの商業資本の合理化がさらに

進行したものである l2) ととらえられている。しかし森下氏にみるように，

流通費節約的な「商業資本の排除J(必ず排除されるとはかぎらなし、)と，む

しろ追加的費用を必要とする商業資本の排除とは全く異なった論理である。

三国氏のこのような理解の暖昧さは，独占段階で進む農産物流通の合理化が

いずれの論理によるものかを暖昧にし，次のような難点を生むことにつな

カミる。

まず気がつくことは，森下氏の意味で、の商業資本排除は，小農生産である

かぎり小農は価格支配力を持ちえず，また，追加的流通費用を他者へ転稼で

きないのであるから，基本的に成立しない。小農では，商業資本排除への志

向はあるにしても，それを現実化できないのである。では，仲継卸売商業資

本は商業資本排除を担いうるか。かの商業資本にとって，収集・分散過程に

ある商業資本への危険負担の転稼は望ましいものではあっても，それら商業

資本を排除して.新たな流通費用の負担を行なうとは考えられない。このよ

うにして，農産物流通の商業資本排除は，小農及び{中継卸売商業資本以外の

30) 森下氏によれば， 産業組合(中小生産者の協同組合)は， 商業資本のこのような

収縮傾向のなかにとらえられている。そして「……組合に糾合されるような中小

生産者の従前の取引先は商業の蒐集段階であり，そして組合の共同販売によって

直接仲継過程と結びつきうるようになったとすれば，蒐集段階は自ら排除される

こととなるであろうJ(前掲森下番 [IJ，265ベ-o;)とされる。

31) このばあいでも，時と Lて「両業の一定の段階を解消させる作用をするというこ

とがあることは，注意されなければいげなL、J(向上， 257ベージL
32)， 33) 三国前掲稿 [2]， 132-133ベー γ。
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第三者によって説明されなければならない。

そこで今度は，森下氏の意味の商業資本の収縮傾向が，農産物流通におい

ていかに現われるかを，回転と競争の考察によって検討しよう。つまり三国

氏の第 1の方向の合理化の説明の妥当性を検討することである。

さて，一般に商業資本の集積と集中は，商業資本間の競争によって進む

が，その競争手段はし、かに回転を早めるかである。三国氏によれば，イ中継過

程にある卸売商業資本はいちはやく前期的性格から脱却し平均利潤率の形

成へ参加する。 rそればかりではなく農産物の仲継過程にある卸売商業資本

が，その運動すなわちG-W-G'において，最初の購買過程G-Wで取扱う農

産物は，すでに収集過程に介在する商業資本の利潤も含んだ商品資本であ

る。したがって，仲継卸売商業資本の農産物の取扱は資本主義的商業資本が

産業資本の商品資本を取扱うばあいと共通した性格をもつものとなる。しか

し， そのためには農産物市場の全国的な発展を必要とするであろう」。 しか

し農産物取扱商業資本の特徴は収集過程にあり，農産物の使用価値に規定

され回転は制限される。 rしかし，収集過程にある商業資本といえども，そ

の回転速度を高めるために，収集期間のことなるちがった種類の農産物を取

扱ったり，また，農民の必要とする生活手段や生産手段を取扱っていること

はいうまでもなし、l3)。このように， ここでは， 農産物取扱商業資本といえ

ども，収集過程にあるものを含め，一般の商業資本と同様に平均利潤率をめ

ぐる競争に参加するものとみなされているのである。また，独占段階では，

非独占部門では平均利潤率以下の利潤率をめぐって競争が展開するとされて

いる。ここでは明らかに，農産物取扱商業資本と近代的商業資本が同一視さ

れている。そこでは，農産物流通においても，近代的商業資本と同・の競争

が働くと想定されており，いわば「純粋(完全)競争市場」が前提されてい

るのである。

以上のような理解では，農産物流通と農産物取扱商業資本の独自性は解明

されえず，また，独占段階の変化の方向の理解も不卜分なものになると思わ

れる。それ故，農協の商業資本としての特殊性は整合的に解明されず，ただ

「農協が手数料商人化に適合するから存立する jとしづ結論が導かれたとい

えよう。結局，農産物市場・流通の解明にあたって，委託売買資本の適用か

ら出発することは受け入れがたいと結論せざるをえない。
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2. これまでの考察の帰結は，農業の商業を解明するためには，商業資本

論が有効な視座と分析概念を与えるにしても，商業資本論の直接的適用に

よっては不可能であるということである。そこで，これまでの考察の範囲内

で自説を仮説的に提示しておこう。

農産物取扱商業資本は，それが小農の生産を基盤とするかぎり，本来的に

近代的商業資本としては成立しえないとすべきであろう。それは，たとえ仲

継過程にあるものであれ，また，全国市場の成立した段階であれ，前期的商

業資本としての本質はかわらない。この農産物取扱商業資本は，商業資本の

本来的機能にかぎらず，信用・保管，運輸などあらゆる機能を駆使して，絶

えず不等価交換への内的動因をもっ。その収奪の対象は，小農であると同時

に，社会全体なのである。もとより，このことは，農産物市場におけるより根

本的な農工聞の不等価交換の原因をなすものではないが，商業資本が農産物

流通を担うことにより， より一層加重された形で市場問題が現象せざるをえ

ない。ここに，もはや潜在的に国家の市場介入が要請されているのである。

独占段階における農産物取扱商業資本の手数料商人化の傾向は，国家的な

市場介入政策による商業資本の機能制限のー表現といえる34)。これと，近代

的商業資本の無機能化である委託商業との形式的同・性を混同しではならな

い。後者の無機能化のためには誰も新たな流通費用を負担する必要がないの

に対し 前者の機能制限のためには国家(社会全体)がその費用を分担しな

ければならないのである。また，商業資本の手数料水準は，平均利潤率や独

占価格によって合理的基準が与えられるのに対し農産物の場合はそのよう

な内在的基準が与えられていない。このようにして，農産物取扱商業資本の

手数料商人化は，国家的な市場政策による機能制限によって，その形式が強

制されたものとみなすべきであろう。

ところで，農産物取扱商業資本の手数料商人化は，そのあらゆる商業機能

力:制限・統制されなし、かぎり，絶えず不等価交換の可能性をはらみ究極的に

は完成されないであろう。段階排除にみたように，商業資本が存在しうる根

34) 本稿でli，独占資本主義の段階ですでに農産物市場政策が本絡化するとみな Lて

いる。そこでの機能制限は，農l世物種類や農産物市場の相違によって一様に進む

とはL、えないが，基本的には商品質取資本の投下=価絡形成機能の制限をめぐっ

て進むであろう。ニの点の体系的解明は他日を期したL、。
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拠があるにも拘わらず，これを排除するためには，排除にかかる追加的費用

を誰かが負担しなければならない。ここに，協同組合が位置づいてくる。

段階分化の考察からの結論は，農産物取扱商業資本の段階分化は，近代的

商業資本の段階分化の論理によっては説明できないということである。農産

物流通に介在する商業資本は，前資本主義的出自をもって自生的に存立して

いる。そこでの収集.{I中継・分散の各過程は商業資本の回転によっては十分

に媒介されていないのである。それ故，農産物の流通機構は，商業資本の継

起的・整合的な通流機構ではなしまさに分断の流通機構35)といえよう。こ

の流通過程に存在する商業資本には，自ら流通合理化に向う動因がないこと

はいうまでもない。

このようにして，農産物流通における不等価交換と流通費用の増大を合理

化するために，独占段階において，国家の市場介入が本格化する。しかし

この流通合理化を商業資本の機能制限を通じて行なうことは，国家にとって

の費用負担は大きく，その効果においても必ずしも十分なものとはならない

であろう。ここに，農業協同組合の育成が開始される。では，との要請に農

業協同組合はし、かにして応えていくのであろうか。

IV. 商業資本論の展開と協同組合

以上の考察をもとに，ここでは協同組合を商業資本論の適用として、 どの

ように，どこまで解明しうるかを試論的に提起しておこう。その際の基本視

点は次のように要約できる。

第一に，農業における商業の展開をみるためには，商業の資本主義ー成立

に対してもつ特殊な関係を独自に考察しなければならないということであ

るお)。交換価値を目的とする商業と商業資本は，あらゆる使用価値を目的と

する旧生産様式に分解的に作用する。しかし，商業が旧生産様式をどれだけ

分解するか，また，どのような新しい生産様式を生み出すかは旧生産様式そ

35) r分断」の意味は二重である。一つには，資本制商業それ放資本主義の再生産過
程から分断され，二つには，農産物流通内部の各段階ごとの商業資本の問にも分

断がみられるということである。このことは，商業信用あるいは農業金融が著し

く未発達なことに象徴的にみられる。

36) 見回石介他監修『マノレクス主義経済学講座.11(下)，新日本出版社， 1971年， 172べ

ーシ。
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のものに依存する。とくに，小農生産を支配的形態に進展する農業での商業

の展開は，なお相対的に独自な分析を経て資本主義的商業に媒介されなけれ

ばならない。

それ故，第二に，協同組合への商業資本論の直接的適用は不可能で、あり，

農業の商業の発展と農協との相互関連のなかで解明されなければならない。

とくに，農協の商業資本としての独自性を明らかにするためには，全ての商

業資本機能を念頭におき，その肢行的展開過程が歴史的に究明されなければ

ならない。

堅持すべき第三の視点は，協同組合が介在・存立する契機・可能性と現実

に成立・展開する論理とは峻別すべきであるということである c 例えば，協

同組合は組合員への奉仕を原則とするということと，現実に協同組合が奉仕

しえるのか否かということは全く異なったことがらである。

この視点から，まず， IIにおいて提起しておいた課題にこたえる形で，小

農生産を基盤とした協同組合の成立と展開を概観しよう。

農協存立の可能性は，前期的商業資本の小農からの収奪によって与えられ

る。とはいえ，独占以前の段階では，協同組合として一度成立したからに

は，自らもまた前期的商業資本の性格をおびざるをえない。しかし，小農自

身の資本蓄積の未発展ななかで成立した農協は.未だ前期的商業資本に対抗

しえないであろう。それは，前期的資本が「完全卸売商業」として行動する

のに対し農協はまだそれらの機能を十分に果しえないことによる。とりわ

け，金融機能と「追加的生産過程」で前期資本に対抗できなし、かぎり，農協

の共問販売も成功しえないであろう。

このようにして，農業の販売事業を本来的に共同販売=委託商業と規定す

ることはできないのであり，そこに農協の独自性をみることはできない。農

協が農産物流通に自立的に介在するとき，農協もまた他の農産物取扱商業資

本と同様に前期的性格をおびざるをえない。この時，農協の商業資本として

の独自性は，全ての商業機能を果しえないという不完全性に求められる。も

とより， この農協の商業資本としての不完全性は，究極的には農業の使用価

値的制限と小農経済の資本蓄積の未発達に規定されるのではあるが，農協と

して存立するかぎり，相対的自立性をもって商業資本としての完成化を志向

する。この農協の商業資本機能のとりこみは，小農の蓄積カが弱ければ弱い
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程，国家的援助に依存しつつ展開されるであろう。

次に，独占段階において，小農の商業的農業の進展と農産物の全国市場の

形成は，農協の成立条件を強化する。しかし，ここから直ちに農産物取扱商

業資本の手数料化が進み，これに農協が適合するから成立するとはみなしえ

ない。この段階においても，農業に介在する商業資本は前期的性格を保持し

ており，この商業資本の行動が独占段階の農産物市場問題を一層加重して激

化させる要因となる。ここで国家の市場介入が，農業問題を資本蓄積にとっ

ての重圧と感じ始めた独占資本の意を受けて，木格的に開始される。この市

場政策の展開が，農産物取扱商業資本にとっては商業機能の制限となって現

われるのに対し，農協にとっては商業資本としての機能の強化・完成化とし

て現われる。このことが，農協が収集過程での前期的商業資本を排除しうる

条件をなすが，その論理は次のようなものであろう。

もとより，小農の商品生産の発展による農産物の種類と量の増大は，収集

過程にある商業資本聞の競争を強め，そこでの商業資本の収縮傾向をもたら

ずであろう。 しかしこの収縮傾向は，小農的農業の使用価値的制限を受

け，収集段階を排除してしまうものではない。すで?こみた「段階排除の論

理」を援用すれば，農業の市場問題を自己の支配にとっての桂桔と感じる独

占資本にとって，なお商業資本に依存する根拠があるにも拘わらず，それを

排除しなければならないのである。ここで商業資本に代位する経済組織が要

請され，しかも商業資本排除にともなう流通費用を極力負担できるものとし

て，農協の育成が図られてくる37)。

わが国の総合農協を念頭におけば，概略次のようにみることができょう。

まず，小農の零細な資金を信用事業としてかき集め，これを制度金融等に

よって補強し，商業資本の金融及び信用供与の機能を付与する。また，販売

事業では，流通施設等への政策的援助によって「追加的生産過程」を担当し

37) 農協が委託販売を行なうのは，主に農協が政策的緩助によって流通施設を整備し

ていくことによるが，さ Lあたりは，商業資本の機能制限の一環である。しかし，

委託商業とはいえ，農産物のばあい「販売の困難JI土解決されているのではな
L 、。ここに，流通合理化を商業資本によるか農協によるかの決定的差異がある。

つまり，販売に伴う市場危険を商業資本が負担すれば，流通資用の増大が避けら

れないのに対し，良協の委託販売でlむその危険負担が基本的に小践に転稼され

るのである。
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うる機能を与える。これを根拠に，委託販売方式を強制することによって，

市場危険負担を基本的に農協，つまり，小農に転稼させた。この過程は，農

産物の種類や商品特性によって必ずしも一様ではないが， このような政策展

開のなかで，収集過程の前期的商業資本は排除され，農協の代位・進出が進

められたといえよう。

しかしここで強調しなければならないことは，第一に，国家的な農協の

育成政策は，農協の商業資本としての完成化としてあらわれ，そのかぎり

で，不完全な商業資本としての白らの完成化の要求に沿うものである。であ

るからといって，第二に，農協の経済行動，発展方向が国家の農業政策や市

場政策と同一で、あるとはみなせないということである。つまり，農協は農産

物取扱商業資本の機能制限のなかではじめて広汎に存立してくるが，この機

能制限を可能ならしめたのは，政策的には国家資金の投入であり，制度的に

は地域独占の供与である。そして，この前提の下でこそ，農協は，小農経済

を発生基盤としながらも商業資本としての実質を完成させたのである。こ

こに，小農に対してのみならず，国家の農業政策に対しても相対的に独自な

行動をとらざるをえない根拠が与えられる。

今日のわが国の農協問題もまた，このような商業資本として完成した農協

の自立的展開としてとらえられるものと思われる。とりわけ，自らの成立の

前提，そのものが揺らぐなかでの，新たな対応とみなしうるのではなかろう

か。とはいえ， このような現実の農協の運動は，農協の組織と経営そのもの

の分析によって解明されなければならない。商業資本論は，このための一般

的基準を提供するものとして位置づけられる。

v.結語
本稿は，協同組合への商業資本論の適用というかぎられた視界から， これ

までの研究成果を検討し，若干の自説を試論的に提起した。

本稿の考察の範囲でも残された課題は多い。その最大のものは，国家独占

資本主義とその政策を全くとりこんでいないことである。これとも関連し，

今後は流通問題と市場問題との総合的理解とL、う課題を追求していきたい。

あわせて，本稿を一つの作業仮説とし，今後の実証研究によって検証をはか

りたい。
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